
船舶事故調査報告書 

令和３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年３月３１日 １１時３５分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市小手
お て

島北西方沖 

 小手島港４号防波堤灯台から真方位３１９°２.７海里付近 

 （概位 北緯３４°２４.６′ 東経１３３°３７.１′） 

事故の概要  漁船第六住
すみ

吉
よし

丸は、北進中、また、プレジャーヨットFUDO
フ ド

は、西進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年４月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第六住吉丸、４.９９トン 

   ＯＹ３－１８６５１（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーヨット FUDO、５トン未満 

   ２４１－９２０３兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に損壊 

Ｂ 船首部外板に擦過傷、手すりに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約３.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、後部甲板で魚の選別作業を行い

ながら、約３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、自動

操舵により北進中、Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、周囲に航行の支障となる他船がいないと思って魚の選別

作業を行いながら航行を続けたが、同作業を航行前か帰港後に行えば

良かったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を乗せ、機帆走状態とし、船長Ｂがキャビンの中にあるトイ

レで用を足しながら、約３～３.５kn の速力で、自動操舵により西進

中、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 船長Ｂは、周囲に航行の支障となる他船がいないと思ってトイレに

行ったが、リクライニングチェアーで仮眠中の同乗者Ｂに声を掛けて

見張りを頼めば良かったと本事故後に思った。 

分析 Ａ船は、北進中、船長Ａが、周囲に航行の支障となる他船がいない

と思い、後部甲板で漁獲物の選別作業を行いながら航行を続けたこと



から、Ｂ船に接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

Ｂ船は、西進中、船長Ｂが、周囲に航行の支障となる他船がいない

と思い、同乗者Ｂに見張りを頼まず、キャビンの中にあるトイレで用

を足しながら航行を続けたことから、Ａ船に接近していることに気付

かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が北進中、Ｂ船が西進中、船長Ａが後部甲板で漁獲

物の選別作業を行いながら航行を続け、また、船長Ｂがキャビンの中

にあるトイレで用を足しながら航行を続けたため、互いに接近してい

ることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・船長は、１人で乗り込んだ際は、航行中に魚の選別作業を行わな

いこと。 

・船長は、操船場所を離れる場合、停船し、同乗者に周囲の見張り

を依頼すること。 

 


